
事業名

政策体系上の
位置付け

事業の概要

基本目標Ⅰ
　安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標１１
　妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、
国民的な健康づくりを推進すること
施策目標１１－２
　生活習慣の改善等により健康寿命の延命等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること

（政策等への反映の方向性）
　今後行われる評価結果を踏まえ、今後の生活習慣病対策のあり方について検討を行っている。

施政方針演説等

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　生活習慣病の主要因である国民の生活習慣の改善を行うためには、必要な情報提供や継続的専門
指導の実施プログラムなどが不可欠であるため、科学的知見に基づく正しい情報の発信、保健師等
の専門家の個別指導が受けられる双方向対話型プログラムの開発を行う事業である。

　インターネット等を活用して、①科学的知見に基づく正しい情報の発信、②自ら生活習慣の改善を行うことを
支援するプログラムの開発、③保健師等専門家の個別指導が受けられる双方向対話型プログラムの運用を平
成20年度から行う。
　当該事業を国が行うことは、医療関係機関等の科学的知見に基づく正しい情報の共有化が図れるため効率
的である。
　また、生活習慣の行動変容に基づくシステムをインターネットを通じて利用することにより、国民自ら健康管理
を行うことが可能となるため有効である。

【評価結果の概要】

年月日

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべき
目標等

記載事項（抜粋）

平成２０年度成果重視事業評価書要旨

評価実施時期：平成２０年８月 担当部局名：健康局総務課生活習慣病対策室

健康増進総合支援システム事業

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

アウトカム指標 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 健康増進総合支援シス 目標 － － － －

テム利用者の満足度 実績 － － － －
（単位：％） 達成度合い － － － －

(調査名・資料出所、備考）
健康増進総合支援システムは平成２０年度から運用しているため、現時点での評価は

できない。
アウトプット指標 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

１ 健康増進総合支援シス 目標 － － － －
テムへの情報のアクセス 実績 － － － －
件数（単位：件数） 達成度合い － － － －

２ 健康増進総合支援シス 目標 － － － －
テムの活用件数 実績 － － － －
（単位：件数） 達成度合い － － － －

(調査名・資料出所、備考）
健康増進総合支援システムは平成２０年度から運用しているため、現時点での評価は

できない。


